
住宅版エコポイント制度の概要について（抜粋） 

最終更新日：平成２１年１２月２４日 

  

 平成２１年１２月８日に、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定され、『住宅版エコポイント制

度の創設』が盛り込まれました。平成２１年度第２次補正予算の成立を条件にして、エコリフォーム又はエコ住宅

の新築をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになります。 

 制度の概要は、以下のとおりですが、ポイントの申請や交換などの詳細については、決まり次第順次お知らせ

いたします。 

 ※『住宅版エコポイント制度』は、経済産業省、国土交通省、環境省の三省合同事業として実施される予定です。 

  

制度概要 

この制度は、平成 21 年度第 2 次補正予算の成立を前提としています。正式には、国会での審議を踏まえ、制

度として創設されますので、以下の内容に変更があり得ることをご了承ください。 

  

１．エコポイントの発行対象 

● 平成 21 年度第 2 次補正予算の成立日以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象とします。 

● ただし、 

・ エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降（平成 21

年 12 月 8 日以降）に建築着工（根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手）したもの 

・ エコリフォームについては、平成 22 年 1 月 1 日以降に工事に着手（ポイント対象工事を含む工事全体

の着手）したもの 

に限定します。 

● 平成 22 年 12 月 31 日までにエコ住宅の建築着工又はエコリフォームの工事に着手したものを対象とし、

エコポイントの申請期限については、今後公表します。 

● 上記申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。 

● 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象とします。 

● 他に国からの補助を受けている住宅については、原則としてエコポイントの申請をすることはできません。 

※ ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等に対する補助のようにポイント発生の対象となっていな

いものへの補助は重複して申請することができます。 

● ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。 

  (1) エコリフォーム 

次の a)又は b)の改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、a)又は b)の工事と併せて実

施する場合に限って、c)の改修工事をポイントの発行の対象とします。 

a) 窓の断熱改修 （略） 

b) 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 （略） 

    c) バリアフリー改修 （略） 

 (2) エコ住宅の新築 

次の a)又は b)に該当する新築住宅をポイントの発行の対象とします。 

別添４ 



a) 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅 （略） 

b) 省エネ基準を満たす木造住宅 

省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。 

木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木

造」と記載されているかどうかによるものとします。 

ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関によ

る証明を受ける必要があります。 

※１ 省エネ判断基準を満たすとは以下の基準のいずれかに適合することです。 

  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 

  ・住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針 

※２ トップランナー基準は以下のとおりです。 

  ・住宅事業建築主の判断の基準 

  

２．エコポイントの申請方法 

● エコポイントの申請は、住宅の所有者が、別途、公募により選定する事務局に対して行うものとし、 

・事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請 

・事務局への郵送による申請 

のいずれかの方法で行います。 

● 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。 

● 新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、１住戸につき、1回

のみとします。 

● 以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。★が付された書類は本制度の

実施のために新たに定められるものであり、詳細は今後公表します。 

● 法人による申請や次の書類に代わるものがある場合等の申請方法については、今後公表します。 

  

 (1) エコリフォーム 

    a) 窓の断熱改修 （略） 

b) 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 （略） 

c) バリアフリー改修 （略）  

  

(2) エコ住宅の新築 

a) 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅 （略） 

b) 省エネ基準を満たす木造住宅 

申請書に次の書類を添付して申請を行います。 

1.   住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関が発行するエコポ

イント対象住宅証明書等※★ 

2.   工事施工者が発行する工事証明書（工事施工者の名称、住所、建設業許可番号（許可業

者の場合）、工事期間、工事内容等を記載）★ 



3.   工事施工者又は販売事業者が発行する領収書又は契約書の写し 

4.   確認済証の写し 

5.   検査済証の写し又は竣工写真（全景１枚） 

6.   申請者の確認書類（健康保険証、運転免許証の写し等） 

7.   （代理申請を行う場合）代理申請者の確認書類（健康保険証、運転免許証の写し等） 

※ 1.のエコポイント対象住宅であることの確認書類として、次のもののうちいずれかを取得する必

要があります。 

確認書類 発行機関 

設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関 

長期優良住宅建築等計画認定通知書 所管行政庁 

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 登録住宅性能評価機関 

住宅事業建築主基準に係る適合証 登録建築物調査機関 

フラット３５Ｓ 適合証明書 

（省エネルギー性に該当するもの） 
適合証明機関 

エコポイント対象住宅証明書★ 登録住宅性能評価機関 

  

３．エコポイントの交換 

住宅版エコポイントを利用して交換いただける商品等については、消費者の方々にとって魅力的なものと

なるよう、以下のような商品等を中心に選定する方針です。 

a) 省エネ・環境配慮に優れた商品 

b) 全国で使える商品券・プリペイドカード(商品の提供事業者が環境寄付を行うなど環境配慮型のもの、公

共交通機関利用カード） 

c) 地域振興に資するもの（地域商品券、地域産品） 

d) 環境寄附 

選定に当たっては、グリーン家電エコポイントの交換商品を踏まえつつ、発行されるポイント数も大きくなる

ことから、さらに交換対象を多様化する予定です。 

  

４．住宅版エコポイントに関する広報等 

 (1) 説明会の開催 （略） 

 (2) 問い合わせ窓口の開設 

住宅版エコポイントに関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

○ 国土交通省住宅局住宅生産課 

［電話番号］０３－５２５３－８１１１ （内線３９４７１､３９４７２､３９４７３） 

年明けより、専用の相談窓口を開設しますが、開設時期や電話番号は、決まり次第、ホームページで公

表します。 

なお、事務局が選定され次第、専用のコールセンターを設置する予定です。 

     また、本日より、下記の相談窓口を設置します。 

○ （財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

［電話番号］０３－３２６１－９３５８ 

      （1 月 1 日～3 日を除く 10:00～12:00 13:00～17:00） 


